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☆日本、中国、韓国の知財分野の協力が進展します … ⑺
☆インドにおける知的財産実務⑯
　インド知財2016年十大ニュースと2017年の展望 … ⑴

第１ はじめに
　本号では、インドの知的財産に関連する2016年の
十大ニュースを取り上げ、その概要と2017年の展望
について解説する。インドの知的財産と言っても、
特許、商標、地理的表示等、その対象は幅広く、イ
ンドで事業を展開する各日系企業の業務分野によっ
て関心の大きさも異なるものと思われる。そのため、

2016年の１年を通じて日系企業の知財担当者や知財
法務を扱う弁護士の間で大きな話題になったトピッ
クの中から、多くの日系企業に影響を与え、かつ今
後の実務にとって重要と思われるものを、法分野の
バランスにも配慮しながら、10のテーマにまとめる
形で取り上げた。読者の皆様が、この１年における
インドの知的財産に関連する動きを振り返り、来年
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に向けてのインドの知財戦略を考える上で、少しで
も参考になれば幸いである。なお、本号の内容は
2016年11月30日現在の情報に基づくものである。
　

第２　インド知財2016年の動向及び考察
１．特許法関連

（１）印Lee Pharma Limited社による強制実施権

の申請の拒絶

ア　概要
印Lee Pharma Limited社（ 以 下「 リ ー・

ファーマ社」という。）は、2015年６月29日、
1970年インド特許法（Patents Act, 1970。その
後の改正を含め、以下「特許法」という。）第
84条第１項に基づき、英AstraZeneca plc社の
糖尿病治療薬サクサグリプチン（Saxagliptin）
に対する強制実施権を申請した。

特許法第84条第１項（a）乃至（c）は、強
制実施権の申立人に対して、以下の事実の一
応の証明を義務づけている。
① 特許発明に関する公衆の合理的な需要が

満たされていないこと
② 特許発明が合理的に手頃な価格で公衆に

利用可能でないこと
③ 特許発明がインド国内で実施されていな

いこと
本件において、インド特許庁（Office of 

the Controller General of Patents, Designs & 
Trade Marks, CGPDTM。以下「特許庁」と
いう。）は、2016年１月19日、リー・ファーマ
社の主張は信頼性の高いデータ及び統計等の
証拠に基づくものではなく、上記①乃至③に
ついて、いずれも一応の証明がなされていな
いとして、上記申請を棄却した。

イ　考察
イ ン ド に お い て は、 印Natco Pharma 

Limited社（以下「ナトコ社」という。）によ
る独Bayer AG社に対する強制実施権の申請
が認容された事例（本連載第１回参照）や、
スイスNovartis International AG社の特許を
認めないとする判断が下された事例（本連載
第２回参照）等、医薬品特許を巡り先発医薬
品メーカーに不利な判断が続いていた。しか

し、ナトコ社の事例以降、インドの裁判所及
び特許庁は、強制実施権の申請をいずれも拒
絶し、強制実施権の発動に対して慎重な姿勢
を示している。

また、2016年３月頃の一部報道によれば、
米国商工会議所（U.S. Chamber of Commerce）、
米 国 研 究 製 薬 工 業 協 会（Pharmaceutical 
Research and Manufacturers of America, 
PhRMA）、米印ビジネス評議会（USIBC）、
及びインドとの公正な貿易に向けた連携

（Alliance for Fair Trade with India, AFTI）
が 米 国 通 商 代 表 部（United States Trade 
Representative, USTR）に提出した2016年ス
ペシャル301条レビューにおいて、インド政
府は、米国政府に対して、今後は商業目的に
よる強制実施権の発動を控えることを非公式
に約束したと記載されているという。インド
政府は上記報道を否定しており、強制実施権
を含む医薬品特許に対する方針が変化したか
否かは定かではないが、日系医薬品メーカー
においては、2017年以降、強制実施権の発動
に対するインド政府の姿勢に何らかの変化が
生じる可能性は否定できない。

　
（２） コンピュータ関連発明の審査ガイドライン

の公表（本連載第14回参照）

ア　概要
特許庁は、コンピュータ関連発明の特許

審査、とりわけ特許法第３条（k）の該当性
に関する審査を明確化・均一化するために、
2016年２月19日、新たなコンピュータ関連発
明の特許出願に対する審査ガイドライン（以
下「新ガイドライン」という。）を公表し、同
日から運用を開始した。

特許法第３条（k）は、「コンピュータ・プ
ログラムそれ自体（a computer programme 
per se）」には特許を付与しない旨規定してい
る。インドでは、2002年に特許法第３条（k）
が導入されて以降、いかなる場合に、コン
ピュータ関連発明が「コンピュータ・プログ
ラムそれ自体」に該当するかが議論されてき
た。この点、特許審査官は、2013年に最初の


